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 1. 計画策定の背景
　新発田市は、平成 15 年に豊浦町と、平成 17 年に紫雲寺町、加治川村と合併し、新たな新発田市

が誕生しました。合併後の平成 19 年には、旧新発田市、旧豊浦町、旧紫雲寺町の１市２町がそれぞ

れ策定していた「都市計画マスタープラン」を統合する形で改訂を行い、都市づくりを進めてきました。

　近年、全国的に、人口減少や高齢化が進行し、平成 27 年の国勢調査では、調査開始以降初めて総

人口が減少するなど、これまで経験したことのない人口減少・超高齢社会が到来しています。また、

東日本大震災をはじめ、頻発する豪雨災害など、住民の防災に対する意識が高まっています。

　新発田市においても、平成 27 年の国勢調査では昭和 55 年以降初めて総人口が 10 万人を下回り、

今後も人口減少の進行が予想されています。

　「都市計画マスタープラン」は、概ね 20 年後の都市のすがたを見据えて計画しますが、前計画策

定時の平成 28 年度以降、新型感染症の世界的拡大などにより、居住環境の変化、在宅勤務等の労務

形態の変化、憩いや娯楽の形態の変化等、社会環境全体が大きく変化しました。また、情報通信技術

が目覚ましく進歩していることで、高度情報化社会は進展を続けています。これらに伴い、本市を取

り巻く社会情勢も変化し、市民のニーズや価値観は多様化しており、「都市計画マスタープラン」の

策定にあたっては、これらの変化に対応することが必要です。

　また、市の最上位計画である「まちづくり総合計画 *」では、大きく変化している本市を取り巻く

社会情勢を下枠内のように整理しており、「都市計画マスタープラン」においても、これらの時代の

潮流を踏まえることとし、今回、「都市計画マスタープラン」の改訂を行います。

■時代の潮流

①人口減少問題   ⑤持続可能な開発目標（SDGs）

②少子高齢化の加速   ⑥情報通信技術（ICT）の進展

③地方創生の推進   ⑦社会資本の老朽化

④安心安全への備え   ⑧ライフスタイルの多様化とまちづくり

【資料：まちづくり総合計画（R2 策定）】
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 2. 計画の位置付け
　「都市計画マスタープラン」は、都市計画法第 18 条の２の規定に基づいて策定される「市町村の

都市計画に関する基本的な方針」であり、今後の具体的な都市計画の指針となるものです。

　具体な都市の整備は、「都市計画マスタープラン」に記載の方針に基づいて行われます。

　全市の視点から、都市の将来像や、まちづくりの方針を明らかにすることで、都市づくりの総合性

や一体性を確保します。

　また、まちづくりの具体的な方針を、市民・企業・行政が共有することで、今後の協働 * のまちづ

くりの指針となります。

　「都市計画マスタープラン」は、新発田市の最上位計画である「まちづくり総合計画 *」や、新潟

県が策定する「新潟圏域広域都市計画マスタープラン」を上位計画とします。

　また、新発田市の策定する環境や福祉、防災等の各種分野の計画とも整合を図ります。

　なお、関連計画の「立地適正化計画 *」は、「都市計画マスタープラン」の一部とみなされます。

新発田市都市計画マスタープラン

・21 世紀新潟県都市政策ビジョン
・新潟圏域広域都市計画マスタープラン
（圏域計画、新潟都市計画区域マスタープラン）

・各種都市計画（区域区分 *、用途地域 *　等）
・個別分野の都市計画（道路・交通・公園・都市施設 等）

≪新潟県≫ ≪新発田市≫

新発田市まちづくり総合計画

立地適正化計画

【関連計画】
・公共交通
・公共施設
・中心市街地活性化
・脱炭素社会
・医療・福祉
・農業・林業
・防災　など

連 携
整 合

即 す

即 す 即 す 即 す
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 3. 対象範囲
　本市の西部から北西部にかけた市域の一部（10,669ha）は、新潟市・聖籠町と共に「新潟都市計

画区域」に指定されています。また、都市計画区域 * では、すでに市街地を形成している区域及び市

街化を図るべき区域である「市街化区域 *」が、本市の中心部や佐々木、天王、月岡、藤塚浜に指定

されています。

　都市計画事業の対象は、都市計画区域内が主であり、都市計画区域内のみを計画の対象範囲として

いましたが、人口減少や少子高齢化をはじめとした多くの社会情勢の変化や、環境や防災に対する市

民意識の高まり、市民ニーズの変化に対応するためには、都市計画区域外も含めた全市域一体となっ

たまちづくりの方針を示すことが必要です。

　これらのことから、今回の「都市計画マスタープラン」では、市全域を対象範囲とします。

計画対象範囲
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 4. 目標年度

 5. 計画の構成

　本計画は、概ね 20 年後の都市のすがたを見据えて策定します。計画目標年次は、令和 18 年度と

します。

　なお、関連計画の見直しや社会情勢の変化など、新たに対応すべき課題が生じた場合には、随時見

直しを行います。

　「都市計画マスタープラン」では、現状や課題を踏まえ、都市づくりの理念などの「都市の将来像」

を設定します。この目標の実現に向け、「分野別の方針」と、地域ごとの方針を示す「地域別の方針」

などにより構成されます。

序　はじめに

Ⅰ　都市の現状と課題
１　都市の概況
２　まちづくりの現状と課題

Ⅱ　都市の将来像
１　目指すべき都市のすがた
２　将来都市構造

Ⅴ　実現化方策
１　まちづくりを推進する体制づくり
２　まちづくりの推進
３　都市計画マスタープランの進行管理

Ⅲ　分野別の方針
１　土地利用の方針
２　交通体系の方針
３　都市施設の方針
４　都市環境の方針

Ⅳ　地域別の方針
１本庁北地域　　　　６七葉地域
２本庁南地域　　　　７佐々木地域
３本庁東地域　　　　８豊浦地域
４東地域　　　　　　９紫雲寺地域
５川東地域　　　　１０加治川地域
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